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西 脇 市 及 び 多 可 町 に お い て 、 既 存 の 焼 却 施 設 及 び リ サ イ ク ル

施 設 は 、 稼 働 か ら 2 5年 以 上 が 経 過 し 、 老 朽 化 が 進 ん で い る 。  

こ の こ と か ら 、 一 般 廃 棄 物 を 適 正 に 処 理 す る と と も に 、 廃 棄

物 を 資 源 と し て 有 効 活 用 す る こ と で 循 環 型 社 会 を 形 成 し 、 住 民

の 衛 生 の 向 上 に 資 す る こ と を 目 的 と し て 、 新 た な 一 般 廃 棄 物 処

理 施 設 （ エ ネ ル ギ ー 回 収 施 設 及 び リ サ イ ク ル 施 設 ） の 都 市 計 画

決 定 を 行 う も の で あ る 。  


